
インターネット被害対策長野弁護団のご案内（2023.11.1改訂） 

インターネット被害対策長野弁護団団長 弁護士 山 内  孝 次 

 

 近時、出会い系サイト、占いサイト、懸賞サイト、芸能人との交流サイト、副業

紹介サイトなどをきっかけに、いつの間にか登録され、有料サイトに誘導された後、

高額な課金がなされるメールのやり取りにひきずり込まれるといった被害が全国

で多発しています。 

 我々「インターネット被害対策長野弁護団」は、消費者問題に精通し、かつ日ご

ろ救済活動に尽力している長野県弁護士会所属の弁護士有志が集まって結成され

た弁護団であり、名称のとおり、インターネットにまつわる被害の救済と撲滅を目

的とする弁護団です。日々、具体的な事件を受任し、個別の被害発生の回避や回復

を目指して活動しております。弁護団窓口は末尾のとおりです。 

（相談から受任までの流れ） 

１ 相談希望者から弁護団窓口へＦＡＸをしてもらう 

２ 弁護団窓口から各地域の弁護団員へ割り振り 

３ 担当弁護士から相談希望者へ連絡，相談日時を決める 

４ 実際に相談を行う（初回相談料は無料です。） 

５ 相談後に事件を依頼するかどうかを決めてもらう 

（費用について） 

実費：事件着手時に実費２万円をいただきます（事件終了後に残金は返金します）。

訴訟となった場合、これに加えて印紙代などをご負担いただきます。  

着手金（実費とは別に、事件を受任する際にお支払いただく費用）： 

被害総額が１００万円未満の事件⇒着手金２万円＋消費税 

     被害総額が１００万円以上の事件⇒着手金５万円＋消費税 

報酬（事件を終了した段階で成果に応じてお支払いただく費用）： 

経済的利益の２０％＋消費税 

（弁護団窓口）                                                                            

ＦＡＸ 0265－48－6499 松澤法律事務所 

インターネット被害対策長野弁護団事務局 弁護士 松澤 崇志 宛 

※電話による法律相談は原則対応しておりません。必ずＦＡＸにて申し込みをお願

いします。 

※当弁護団のノウハウを活用できない案件や違法行為に加担している案件等につ

いては対応できない場合がございます。予めご了承ください。 

 



  相 談 票 

ＦＡＸ 0265－48－6499 松澤法律事務所 

インターネット被害対策長野弁護団事務局 弁護士 松澤 崇志 宛 

 

申　　込　　　日

相　談　者　名

住　　　　　所

連　　絡　　先

事前相談の有無 過去に当弁護団の相談を受けたことが　□有　□無

消費生活センター等への相談の有無　　　□有　□無

相談した消費生活センター　　　　　                                           　　担当者名　（　　　　　）

事件の概要 □　クレジット（決済代行）利用　被害金額　　　　　　　円

□　現金振込　　　　　　　　　　被害金額　　　　　　　円

□　アマゾンギフト券等での決済　被害金額　　　　　　　円

□　電子マネーでの決済　　　　　被害金額　　　　　　　円

□　コンビニ収納　　　　　　　　被害金額　　　　　　　円

□　携帯電話会社のキャリア課金　被害金額　　　　　　　円

クレジット会社数　　　　社 サイト業者数　　　　　社

決済代行業者数　　　　　社 その他業者数　　　　　社

サイト運営業者名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

決済代行事業者名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他事業者名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

サイト利用の経緯 □　出会い系（異性紹介サイト） □　援助系（お金あげますなどのメールのやりとり）

□　相談系（相談に乗ってくれたらお金あげます、等） □　占い系

□　芸能人系（芸能人と直接メールのやりとりが出来る等）

□　情報商材（アフィリエイトやFXのノウハウをうたった高額インターネット講座など）

□　国際ロマンス詐欺（SNS等で知り合った外国人から送金を迫られる等）

※　以下は弁護団使用欄のため、記入不要

事件番号 R　　　ー

相談表の送信日時 令和　　年　　月　　日　　　時　　分　　頃

相談担当弁護士名

令和　　年　　月　　日

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


